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■趣旨 

「2050 Sustainable Vision 那須塩原」で掲げたネイチャーポジティブ、カーボンニュ

ートラル及びサーキュラーエコノミーの３施策の統合的な実施により、環境政策を相乗的

に進め、持続可能な環境都市の実現を目指します。 

 

■概要 

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組を推進するため、令和７年４月１日に施行さ

れた「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」（令和６年法

律第１８号）の規定に基づく地域生物多様性増進活動支援センターを設置するに当たり、

「2050 Sustainable Vision 那須塩原」で掲げる持続可能な環境都市の実現に向け、既存

の地域気候変動適応センターとしての機能及び資源循環の推進等に関する機能を統合し、

「サステナブルセンター」として設置するものです。 

 

■運用開始日 

  令和７(2025)年７月１８日 

 

 

 

 

 

那須塩原市サステナブルセンターの設置について 

問い合わせ先 

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 

課長 村松 一紀   電話 0287-62-7141 
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